
宣言立場 元請事業者

 当社は 、 建設産業の 担い 手確保の た め 、 以下の よ う に 建設技能者の 処遇改善に 向け て 取り 組む こ と を
宣言し ま す 。
（１．労務費確保・ 賃金支払い 等の た め の 取組）
■自社様式の 見積書に つ い て は 、 労務費、 材料費等の 内訳を 明示し た 見積書を 作成す る 。 
■下請事業者か ら 提出さ れる 労務費、 材料費等の 内訳が 明示さ れた 見積書の 内容を 考慮・ 尊重す る 。
 ・ 下請事業者か ら 提出さ れる 労務費、 材料費等の 内訳が 明示さ れた 見積書に つ い て 根拠な く 値引き を 
       行わ な い 取り 扱い を 社内に 通知し 徹底す る 。
■技能者の 適切な 処遇を 確保す る た め の 取組を 行う 。
 ・ 工事現場毎に 適し た 熱中症対策を 導入す る 。 
■担い 手の 育成取組を 行う 。
 ・ 自社の 担い 手に 対す る 取組と し て 、 資格取得の た め の 資金の 補助等を 実施。
 ・ 自社の 担い 手に 対す る 取組と し て 、 安全衛生等現場に 係る 注意に 関す る 研修会等の 実施を 定期的
 （1年に 1回以上）に 行っ て い る 。
 ・ 下請事業者の 担い 手に 対す る 取組と し て 、 安全衛生等現場に 係る 注意に 関す る 研修会等の 実施を 
  定期的（1年に 1回以上）に 行っ て い る 。
■国が 建設工事に 従事す る 者の 適正な 処遇の 確保等を 図る た め に 行う 調査に 協力す る 。

（２．建設キ ャ リ ア ア ッ プ シ ス テ ム の 活用）
■CCUS を 利用す る 技能者が 就業履歴を 蓄積で き る よ う 、 必要な 環境整備に 取り 組む 。
 ・ 元請と し て 受注し た 工事現場に カ ー ド リ ー ダ ー 等就業履歴を 蓄積で き る 機器を 設置し 、 設置し た 
    現場に お い て 、 少な く と も 履歴蓄積を 1件以上行う こ と 。
   ・ 工事現場に お い て 協力会社及び 技能者へ CCUSの 理解と 就業履歴の 蓄積を 促す と と も に 、 顔認証
     等の 効果的な 環境整備を 推進す る 。

（３．宣言企業と の 取引優先）
■取引先の 選定に 当た り 、 宣言を 行っ て い る こ と を 考慮す る 。
   ・ 複数の 協力会社か ら 同内容の 見積書が 提示さ れた 場合、 自主宣言を 行っ て い る 会社の 取り 組み
      姿勢を 尊重し 、 優先し て 選定す る よ う 社内の 関係部署に 対し て 通知す る 。
 

（そ の 他）

項目 具体的な 取組内容

処遇改善 ⻑時間労働を 是正す る こ と

適正な 請負契約 働き 方改革の 観点か ら 適正な 工期を 設定す る こ と

生産性向上 現場作業に お け る ICT化を 推進す る こ と

戦略的広報・ 若者育成 採用イ ベ ン ト （現場見学会、 イ ン タ ー ン シ ッ プ 等）を 実施す る こ と

外国人活躍 外国人就労者の 就労環境の 向上に 取り 組む こ と

   宣言日 2026年3月31日
 取組開始日 2026年3月31日

企業名 （株）大本組
代表者名 三宅 啓一

※取組開始日は 、 本宣言に 記載さ れて い る 複数の 取組の う ち 最も 開始が 遅い 日付を 示し て い る 。
 ま た 、 宣言日か ら 1年以内で 設定が 可能な 日付で あ る 。


